
平成２３年３月３０日

原子力安全・保安院

福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所

の緊急安全対策の実施について

原子力安全・保安院は、今般の福島第一原子力発電所事故に引き続き全力

で対応しつつ、今後、今般の津波の発生メカニズムなどを含め、当該事故の

全体像を把握、解明し、抜本的な対策を講じることとします。

一方、現在、稼働中または起動を予定する原子力発電所がある中で、福島

第一原子力発電所では津波の影響により全交流電源を喪失し、冷却機能が失

われたことなど、現在判明している知見に基づき、放射性物質の放出をでき

る限り回避しつつ冷却機能を回復することを可能とするため、別紙１のとお

り緊急安全対策を講じることとします。

このため、福島第一原子力発電所において、緊急時の電源が確保できなか

ったことや、使用済燃料プールへの冷却水を機動的に供給することができな

かったことなどを踏まえ、同様な事態の発生を防止する具体的な緊急安全対

策について、別紙２のとおり、経済産業大臣から指示するとともに、緊急安

全対策の実効性を担保するために省令改正を行いました。

今後、速やかに事業者からの実施状況の報告を求め、検査等により厳格に

確認することとします。

別紙１：福島第一原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の

実施について

別紙２：平成２３年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所

の緊急安全対策の実施について（指示）

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力発電検査課長 山本 哲也

担当者：野口、熊谷、忠内
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（別紙１）

福島第一原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施

について

平成２３年３月３０日

原子力安全・保安院

今般の東北地方太平洋沖地震に起因する福島第一原子力発電所事故は、我が

国において未曾有の原子力災害をもたらしており、現在、施設において、事業

者である東京電力は勿論のこと、国、地方自治体、事業者等の関係機関が一体

となって、この災害規模を押さえるべく懸命に努力しているところ。

原子力安全・保安院においては、当該事故対策に引き続き全力で対応しつつ、

今後、今般の津波の発生メカニズムを含め、事故の全体像を把握し、分析・評

価を行い、これらに対応した抜本的な対策を講じる。

一方、今回のような巨大地震に付随した極めて大きな津波は、その発生頻度

は相当に小さいもののそれによる原子力発電所への影響が甚大となる可能性が

あることに鑑み、福島第一、第二原子力発電所以外の原子力発電所について、

先ず、現在判明している知見に基づき、放射性物質の放出をできる限り回避し

つつ、冷却機能を回復することを可能とするための緊急安全対策を講じること

とする。緊急安全対策に電気事業者等が適切に取り組み、原子力安全・保安院

がこれを検査等により確認することにより、津波による全交流電源喪失等から

発生する炉心損傷等を防止し、原子力災害の発生を防止する。なお、原子力安

全・保安院は、検査等により継続的に実施状況を確認し、事業者に対し必要な

改善を促すことにより、緊急安全対策の信頼性向上について継続的に取り組む。

１．緊急安全対策の内容

福島第一原子力発電所事故は、巨大地震に付随した津波により、

１）所外電源の喪失とともに緊急時の電源が確保できなかったこと、

２）原子炉停止後の炉心からの熱を最終的に海中に放出する海水系施設、若し

くはその機能が喪失したこと、

３）使用済み燃料貯蔵プールの冷却やプールへの通常の所内水供給が停止した

際に、機動的に冷却水の供給ができなかったこと、

が事故の拡大をもたらし、原子力災害に至らせ、若しくは災害規模を大きくし

た直接的要因と考えられる。



このため、直ちに省令改正（保安規定における要求事項）等を行い、全ての

原子力発電所（福島第一、第二原子力発電所を除く。）に対して、以下の安全

対策の強化を求める。

●規制上の要求

津波により３つの機能（全交流電源、海水冷却機能、使用済み燃料貯蔵プー

ルの冷却機能）を全て喪失したとしても、炉心損傷や使用済み燃料の損傷を防

止し、放射性物質の放出を抑制しつつ冷却機能の回復を図ること。

●具体的要求事項

① 緊急点検の実施

津波に起因する緊急時対応のための機器、設備の緊急点検の実施

② 緊急時対応計画の点検と訓練の実施

全交流電源喪失、海水冷却機能喪失及び使用済み燃料貯蔵プールの冷却機

能喪失を想定した緊急時対応計画の点検と訓練の実施

③ 緊急時の電源確保

所内電源が喪失し、緊急時電源が確保できない場合に、必要な電力を機動

的に供給する代替電源の確保

④ 緊急時の最終的な除熱機能の確保

海水系施設、若しくはその機能が喪失した場合を想定した、機動的な除熱

機能の復旧対策の準備

⑤ 緊急時の使用済み燃料貯蔵プールの冷却確保

使用済み燃料貯蔵プールの冷却やプールへの通常の所内水供給が停止した

際に、機動的に冷却水を供給する対策の実施

⑥ 各サイトにおける構造等を踏まえた当面必要となる対応策の実施

２．緊急安全対策の実施

全ての原子力発電所を対象に、電気事業者等に対して上記の緊急安全対策に

直ちに取り組むよう求める。

これらの緊急安全対策の実施状況（今後取り組む計画を含む。）を原子力安

全・保安院に早急に提出するよう求める。



３．原子力安全・保安院による確認等

原子力安全・保安院においては、電気事業者等から提出される緊急安全対策

の実施状況の妥当性を厳格に確認する。

このため、緊急安全対策を盛り込んだ保安規定の認可申請を受け、その妥当

性を厳格に審査し認可するとともに、各発電所毎の緊急安全対策の実施状況を

検査等により厳格に確認する。

原子力安全・保安院における緊急安全対策の実施状況の確認は、事業者から

の緊急安全対策が提出された後、概ね１ヶ月（４月中）を目途に完了させる。



福島第一原子力発電所事故を踏まえた対策

フェーズ
緊急安全対策 抜本対策

短 期 中 長 期

完了見込み
時期

１ヶ月目途

（４月中旬頃）

事故調査委員会等の議論に

応じて決定

目 標
（要求水準）

津波により①全交流電源、②海水冷却機能、③使用済燃料貯
蔵プール冷却機能を喪失したとしても炉心損傷、使用済み燃料
損傷の発生を防止

今回の災害をもたらした津波を
踏まえて設定される「想定すべ
き津波高さ」を考慮した災害の
発生を防止

【設備の確保】
・電源車の配備 （原子炉や使用済み燃料プールの冷却用）
・消防車の配備 （冷却水を供給するためのもの）
・消火ホースの配備 （淡水タンクまたは海水ピット等からの

【設備の確保】
・防潮堤の設置
・水密扉の設置
・その他必要な設備面での対応

具体的対策

の例

消火ホ スの配備 （淡水タンクまたは海水ピット等からの
給水経路を確保するためのもの）

等
【手順書等の整備】
・上記の設備を利用した緊急対応の実施手順を整備
【対応する訓練】
・実施手順書に基づいた緊急対策の訓練を実施

その他必要な設備面での対応

※以下順次設備面での改善を
実施すること（例：空冷式
ディーゼル発電機、海水ポン
プ電動機予備品の確保等）

【手順書の整備】
【対応する訓練】

保安院の

確認等

・緊急安全対策の実効性を担保する省令の改正、同対策を盛り
込んだ保安規定の認可
・緊急安全対策の実施状況に対して検査等で厳格に確認

事業者の

対応

・設備については、現在、鋭意調達中。（配置場所も確保中）
・今回の事故を踏まえて手順書を新規に作成し、訓練を実施。
・緊急安全対策確認後も継続的な改善に取り組み、その信頼性
向上を図る。



Ｄ／Ｇの機能喪失

除熱機能の喪失

炉心損傷

電力駆動の注水系

の機能喪失

ベント遅延

格納容器破損

原子炉建屋破損

代替注水遅延

直流電源喪失

（充電器・ﾊﾞｯﾃﾘｰ）

RCIC 機能喪失

水素発生

使用済燃料プール

プールの水位が低下し、使用済燃料

が損傷

BWR における津波発生時の事象と対応策

フローは福島第一原子力発電所で発生した事象の流れを示す（一部推測を含む）。

【緊急安全対策実施前】

Ｄ／Ｇの機能喪失

代替注水による炉水

位維持

①電源車による充電器へ

の電力供給によるバッテリ

ーの枯渇防止

（全交流電源喪失から８時

間以内に実施）

②消防車による海水等の

補給又は水源をｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ

ﾌﾟｰﾙに切替えることによる

水源の確保（３、４日後）

格納容器圧力上昇に伴

い、格納容器ベント（炉

心損傷前であり放射能

放出はごく微量）

除熱機能の喪失

：緊急安全対策

④電源車によるベント弁等への電

力の供給

所内交流電源喪失時のベント操作

等の手順、訓練

③電源車による補給水ポ

ンプ等への電力供給又は

消防車等による注水

津 波

外部電源喪失

全交流電源喪失

（原子炉圧力の低下）

⑤使用済燃料プール

使用済燃料プールは、代替注水（数日以降）により、水位

維持

（電源車によるバッテリー枯渇による監視機能喪失の防

止、消防車などによる代替注水）

原子炉は継続的に冷

却・水位維持

【緊急安全対策実施後】

海水系機能喪失

津 波

外部電源喪失

全交流電源喪失 電力駆動の注水系

の機能喪失

監視制御系機能喪失

監視制御系機能維持

RCIC 注水による炉

水位維持

（津波到達直後）

（全交流電源喪失と同時）

（８時間以上）

（津波到達直後）

（津波到達直後）

（RCIC 機能喪失から

数時間後）

（数日後）

海水系機能喪失

（津波到達直後）

（津波到達直後）



原子炉格納容器
外部電源

直流電源

（蓄電池）

燃料プール

原子炉圧力容器

非常用
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
発電機

電源車

①

消防車

②
⑤

BWRにおける津波発生時の事象と対応策

圧力抑制室
圧力抑制室

排気筒

非常用炉心

冷却系
原子炉隔離

冷却系ポンプ

圧力抑制室

冷却用ポン
プ

海水ポンプ

電源車

代替注水

③
④



PWRにおける津波発生時の事象と対応策

津波

海水系統機能喪失

非常用ディーゼル発電機の
機能喪失

緊急安全対策実施前 緊急安全対策実施後

津波

海水系統機能喪失

非常用ディーゼル発電機の
機能喪失

（即時）

（即時）

（即時）

（即時）

全交流電源喪失

タービン動補助給水ポンプによる
蒸気発生器２次側への

給水冷却

給水源（復水タンク、純水タンク）
の枯渇

バッテリーの枯渇

直流電源、計器用電源
の喪失

外部電源喪失 ①全交流電源喪失

②タービン動補助給水ポンプに
よる蒸気発生器２次側への

給水冷却

⑥電源車の繋ぎ込み

直流電源、計器用電源
の確保

外部電源喪失

③蓄圧タンクからの
ほう酸自動注入（未臨界維持）

中央制御室監視機能維持中央制御室監視
機能喪失

（即時）

（即時）

（約５時間）

（約５時間）

（約１分）

（約８日）

（即時）

（即時）

（約１分）

（約５時間以内）

蒸気発生器からの
除熱機能喪失

原子炉圧力・温度上昇

加圧器安全弁作動

炉心露出

⑤給水源（復水タンク）への
水補給（消防車など）

④蓄圧タンク出口弁閉止

原子炉は継続的に冷却

（約171℃、0.7MPa）

タービン動補助給水ポンプ
による継続的な冷却

機能喪失

使用済燃料ピット
冷却機能喪失

使用済燃料損傷

⑦使用燃料ピット
への注水

（消火栓、消防車など）

使用済燃料冷却

（約５時間）

（８日以降）

（約８日以内）

（約５時間以内）

（約１週間以降）
：緊急安全対策



非常用ディーゼル
発電機

外部電源

Ｍ

Ｍ

Ｍ

安
全
系
ポ
ン
プ
機
能
喪
失

主蒸気

タービン動補助給水ポンプ 復水タンク

主給水

蓄圧タンク

原子炉容器

蒸
気
発
生
器

ほう酸水の
注入

①外部電源喪失

消防車など

補給水

②、⑤蒸気発生器への給水、復水タンクの水補給 ③、④蓄圧タンクからのほう酸水注入、弁閉止

M

PWRにおける津波発生時の事象と対応策

発電機

蓄圧タンク
蒸
気
発
生
器

制御棒

淡水
タンク

格納容器
スプレイポンプ

電動消火水
ポンプ

消火水系へ
原子炉格納容器

格納容器スプレイ

ディーゼル
消火水ポンプ

外部電源

Ｍ

Ｍ

燃料取替
用水タンク

主蒸気 蒸気タービンへ

駆動用蒸気

原子炉
補助建屋

主給水

⑥電源車繋ぎこみ

タ ビン動補助給水ポンプ

原子炉容器

１次冷却材
ポンプ

高圧注入ポンプ

余熱除去ポンプ

格納容器サンプ

海へ

ディーゼル発電機

海水ポンプ

原子炉補機冷却水ポンプ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

使用済燃料
ピット

復水
タンク

Ｍ

電動補助給水ポンプ

⑦使用済燃料ピットへの注水

タービン動補助給水ポンプ



経済産業省

平成23･03･28原第7号

平成２３年３月３０日

別記 宛て（各通）

経済産業大臣 海江田 万里

平成２３年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所

の緊急安全対策の実施について（指示）

今般の平成２３年東北地方太平洋沖地震による津波に起因する福島第一原子力

発電所事故は、我が国において未曾有の原子力災害をもたらしており、現在、同

発電所等において、事業者である東京電力株式会社はもちろんのこと、国、地方

公共団体等の関係機関が一体となって、この原子力災害の拡大の防止及び復旧の

ために懸命に努力しているところである。

原子力安全・保安院においては、当該事故対策に引き続き全力で対応しつつ、

今後、今般の津波の発生メカニズムを含め、当該事故の全体像の把握及びその分

析・評価を行い、当該事故に係る原因究明及び抜本的な対策を講じることとする。

他方、今回のような巨大地震による極めて大きな津波については、その発生頻

度は相当に小さいと考えられるものの、それによる原子力発電所への被害は極め

て甚大となる可能性がある。これに鑑み、福島第一原子力発電所及び福島第二原

子力発電所以外の原子力発電所に対して、まずは現在判明している知見に基づき、

津波による電源機能等喪失時においても放射性物質の放出を抑制しつつ原子炉施

設の冷却機能を回復することを可能とするための緊急安全対策を講じることとし、

緊急安全対策に電気事業者等が適切に取り組み、原子力安全・保安院がこれを検

査等により確認することにより、津波による電源機能等喪失時における炉心損傷

等を防止し、原子力災害の発生を防止することとする。

ついては、津波が発生した場合における原子炉施設の保全のための活動を行う

体制の整備及びこれに伴う保安規定の整備を要求事項とする改正後の実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則等に従い、下記の緊急安全対策に直ちに取り

（別紙２）



組むとともに、これらの緊急安全対策の実施状況を早急に報告することを求める。 

記

津波により３つの機能（交流電源を供給する全ての設備の機能、海水を使用し

て原子炉施設を冷却する全ての設備の機能及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全て

の設備の機能）を喪失したとしても、炉心損傷及び使用済燃料の損傷を防止し、

放射性物質の放出を抑制しつつ原子炉施設の冷却機能の回復を図るために、緊急

安全対策として、以下の対策を講じるとともに、今般の実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則等の改正に従い保安規定を整備し、保安規定の変更の認可を

申請すること。

① 緊急点検の実施

津波に起因する緊急時対応のための機器及び設備の緊急点検の実施

② 緊急時対応計画の点検及び訓練の実施

交流電源を供給する全ての設備の機能、海水により原子炉施設を冷却する全

ての設備の機能及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能の喪失を

想定した緊急時対応計画の点検及び訓練の実施

③ 緊急時の電源確保

原子力発電所内の電源が喪失し、緊急時の電源が確保できない場合に、必要

な電力を機動的に供給する代替電源の確保

④ 緊急時の最終的な除熱機能の確保

海水系施設又はその機能が喪失した場合を想定した機動的な除熱機能の復

旧対策の準備

⑤ 緊急時の使用済燃料貯蔵槽の冷却確保

使用済燃料貯蔵槽の冷却及び使用済燃料貯蔵槽への通常の原子力発電所内

の水供給が停止した際に、機動的に冷却水を供給する対策の実施

⑥ 各原子力発電所における構造等を踏まえた当面必要となる対応策の実施



（別記）

北海道電力株式会社 取締役社長 佐藤 佳孝

東北電力株式会社 取締役社長 海輪 誠

東京電力株式会社 取締役社長 清水 正孝

中部電力株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 水野 明久

北陸電力株式会社 取締役社長 久和 進

関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠

中国電力株式会社 取締役社長 山下 隆

四国電力株式会社 取締役社長 千葉 昭

九州電力株式会社 代表取締役社長 眞部 利應

日本原子力発電株式会社 取締役社長 森本 浩志

独立行政法人日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之



実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
）

第
十
一
条
の
三

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉

（
新
設
）

設
置
者
は
、
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

て
、
津
波
に
よ
つ
て
交
流
電
源
を
供
給
す
る
全
て
の
設
備
、
海
水

を
使
用
し
て
原
子
炉
施
設
を
冷
却
す
る
全
て
の
設
備
及
び
使
用
済

燃
料
貯
蔵
槽
を
冷
却
す
る
全
て
の
設
備
の
機
能
が
喪
失
し
た
場
合

（
以
下
「
電
源
機
能
等
喪
失
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉

施
設
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の

で
あ
つ
て
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め



の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

四

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
電
源
車
、
消
防
自
動
車
、
消
火

ホ
ー
ス
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に

、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

（
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
）

（
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
）

第
十
一
条
の
四

（
略
）

第
十
一
条
の
三

（
略
）

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認

第
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又

は
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規

は
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規

定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
。

な
い
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

（
新
設
）

め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
～
二
十
四

（
略
）

十
八
～
二
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め

廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め

、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規

、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規

定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安

定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安

規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

十
七

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

（
新
設
）

め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対

象
施
設
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
。

十
八
～
二
十
四

（
略
）

十
七
～
二
十
三

（
略
）



研
究
開
発
段
階
に
あ
る
発
電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
発
電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
）

第
三
十
条
の
三

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉

（
新
設
）

設
置
者
は
、
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

て
、
津
波
に
よ
っ
て
交
流
電
源
を
供
給
す
る
全
て
の
設
備
、
海
水

を
使
用
し
て
原
子
炉
施
設
を
冷
却
す
る
全
て
の
設
備
及
び
使
用
済

燃
料
貯
蔵
槽
を
冷
却
す
る
全
て
の
設
備
の
機
能
が
喪
失
し
た
場
合

（
以
下
「
電
源
機
能
等
喪
失
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉

施
設
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の

で
あ
っ
て
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め



の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

四

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
電
源
車
、
消
防
自
動
車
、
消
火

ホ
ー
ス
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に

、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

（
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
）

（
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
）

第
三
十
条
の
四

（
略
）

第
三
十
条
の
三

（
略
）

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
三
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の

第
三
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場

又
は
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安

又
は
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安

規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提

規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提



出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

（
新
設
）

め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
～
二
十
四

（
略
）

十
八
～
二
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め

廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め

、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規

、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規

定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安

定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安

規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

十
七

電
源
機
能
等
喪
失
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

（
新
設
）

め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対

象
施
設
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
。

十
八
～
二
十
四

（
略
）

十
七
～
二
十
三

（
略
）



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二

十
八
日
ま
で
に
同
項
に
規
定
す
る
保
安
規
定
の
変
更
の
認
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
変
更
の
認
可
を
申
請
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
認
可
又
は
認
可
の
拒
否
の
処
分
の
あ
っ
た

日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
十
一
条
の
三
、
第
十
六
条
第
一

項
及
び
第
三
項
の
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
発
電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関

す
る
規
則
第
三
十
条
の
三
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



経 済 産 業 省

平成 23・03・23 原院第 4 号

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈についての一部改正

について（通知）

経済産業省原子力安全・保安院

ＮＩＳＡ－３２５ｃ－１１－３

原子力安全・保安院は、別添のとおり発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の

解釈について（平成１７・１２・１５原院第５号）の一部を改正したので、発電用原子力設

備を有する電気事業者等へ通知することとする。



経 済 産 業 省

平成 23・03・23 原院第 4 号

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈についての一部を改正する規程

を次のように定める。

平成２３年３月３０日

経済産業省原子力安全・保安院長 寺坂 信昭

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈についての一部を改

正する規程

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について（平成１７・１２・１５

原院第５号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。

附 則

１ この規程は、平成２３年３月３０日から施行する。

２ この規程による改正後の発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈につい

ての規定の適用については、この規程の施行の日から４月２８日までの間は、なお従前の

例によることができる。
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（別紙）

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈についての一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について（平成１７・１２・１５原院第５号）

改 正 後 現 行

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令及び解釈

発電用原子

力設備に関

する技術基

準を定める

省令

解 釈

（略） 第１６条（循環設備等）

１～３ （略）

４ 第６号に規定する「除去された熱を最終的な熱の逃がし場へ輸送するこ

とができる設備」が津波により全て機能を喪失した場合にあっては、予備

電動機の配備等により機動的な除熱機能の復旧対策が講じられるよう設備

すること。

（略） 第２５条（燃料貯蔵設備）

１～４ （略）

５ 第４号ロに規定する「燃料の放射線を遮へいするために必要な量の水」

とは、燃料取替作業時に線量限度（実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則の規定に基づく線量限度を定める告示（平成１３年経済産業省告

示第１８７号）による。）を超えないよう放射線を遮蔽するために必要な量

の水をいう。

この場合において、常用の補給水系統の一つが機能しない場合においても、

放射線を遮蔽するために必要な水量が確保できること。ただし、既設プラ

ントにおいては、仮設ホース等の本設以外の設備による対応も同等とみな

す。常用の補給水系統の全てが機能しない場合において、本設以外の設備

により対応する場合は、必要な水量が確保可能な水源から建屋までの供給

ルート及び建屋外部から燃料貯蔵プールまでの仮設ホース等の設置等によ

り復旧対策が講じられるよう設備すること。

６～１３ （略）

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令及び解釈

発電用原子

力設備に関

する技術基

準を定める

省令

解 釈

（略） 第１６条（循環設備等）

１～３ （略）

（新規）

（略） 第２５条（燃料貯蔵設備）

１～４ （略）

５ 第４号ロに規定する「燃料の放射線を遮へいするために必要な量の水」

とは、燃料取替作業時に線量限度（「実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則の規定に基づく線量限度を定める告示（平成１３年３月２１日

経済産業省告示１８７号）」による。）を超えないよう放射線を遮へいする

ために必要な量の水をいう。

この場合において、常用の補給水系統の一つが機能しない場合においても、

放射線を遮へいするために必要な水量が確保できること。但し、既設プラ

ントにおいては、仮設ホース等の本設以外の設備による対応も同等とみな

す。

６～１３ （略）
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改 正 後 現 行

（略） 第３３条（保安電源設備）

１ （略）

２ 第２項に規定する「内燃機関を原動力とする発電装置又はこれと同等以

上の機能を有する非常用予備動力装置」が津波により全て機能を喪失した

場合にあっては、原子炉の冷却維持に係る計測装置等に必要な電源容量が

移動式発電装置等から給電可能なように、同発電装置から受電盤等接続箇

所までの電源ケーブルの配備等により機動的な復旧対策が講じられるよう

設備すること。

３～５ （略）

（略） 第３３条（保安電源設備）

１ （略）

（新設）

２～４ （略）


